
令和5年4月 2日
三原台町会

会長 酒井 利博
担当部 交通防犯部

令和 5年春の全国交通安全運動の実施について

令和5年春の全国交通安全運動が5月 11日 (本)から20日 (土)までの10日 間
(1)こどもを始めとする歩行者の安全の確保
(2)横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
(3)自 転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

を全国重点項目として実施されます。
町会交通防犯部として皆様のご協力をいただき、この交通安全運動に参加し交通事故防止に

努めて行きたいと思います。
つきましては、下記のように活動いたしたく三原台町会役員の皆様の交通安全運動に参加・

ご協力をお願い申し上げます。

記

実施期間

活動時間

活動場所

活動内容

テント設営

テント撤収

当 番 表

令和5年5月 11日 (本)から20日 (土)までの間の小。中学校の登校日

午前7時45分から午前8時30分まで

目白通関越下歩行者信号の所 (リ サイクルショップ。トレジャーファクトリ練馬店前)

主に小。中学生の通学の安全の見守り(三原台町会オレンジのジャンパー着用)

5月 11日 (水)午前7時30分からテント設営
5月 19日 (金)午前8時 30分からテント撤収、倉庫へ搬送

下表のとおり(敬称略)(当番日以外でも積極的な参加をお願いします)

担 当 日 交通防犯部 交 通 防 犯 部 以 外 の 役 員

11日 (木 ) 酒井 利博 会長 他全役員

12日 (金 )

13日 (土 )

14日 (日 ) 休 校 日 の た め 休 み

15日 (月 )

16日 (火 )

17日 (水 )

18日 (木 )

19日 (金 ) 酒井 利博 会長 他全役員

20日 (:土 ) 休 校 日 の た め 休 み


